
（掲示）

Ｘ ｉ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１章～第８章 （略） 第１章～第８章 （略）

第９章 通信 第９章 通信

第１節 通信の種類等 第１節 通信の種類等

（通信の種類等） （通信の種類等）

第４２条 通信には、次の種類があります。 第４２条 通信には、次の種類があります。

ただし、Ｘｉユビキタスに係る通信の種類は、データ通信モード及びショー ただし、Ｘｉユビキタスに係る通信の種類は、データ通信モード及びショー

トメッセージ通信モードに、Ｘｉ特定接続に係る通信の種類はデータ通信モー トメッセージ通信モードに、Ｘｉ特定接続に係る通信の種類はデータ通信モー

ド（１２８ｋ通信モードを除きます。）に限ります。 ド（１２８ｋ通信モードを除きます。）に限ります。

種 類 内 容 種 類 内 容

（略） （略） （略） （略）

データ通信モード （１） パケット交換方式により契約者回線からの通信に データ通信モード （１） パケット交換方式により契約者回線からの通信に

おいては５０Ｍｂ／ｓ以下、契約者回線への通信におい おいては５０Ｍｂ／ｓ以下、契約者回線への通信におい

２６２．５Ｍｂ／ｓ 以下で符号の伝送を行うためのもの ては １５０Ｍｂ／ｓ以下で符号の伝送を行うためのもの

（２） パケット交換方式により １２８ｋｂ／ｓ以下で符号の伝 （２） パケット交換方式により １２８ｋｂ／ｓ以下で符号の伝

送を行うためのもの（１２８ｋ通信モード） 送を行うためのもの（１２８ｋ通信モード）

（略） （略） （略） （略）

第２節～第４節

第１章～第８章 （略） 第１章～第８章 （略）

第１４章 その他のサービス 第１４章 その他のサービス

第８１条～第８５条 （略） 第８１条～第８５条 （略）

（情報提供サービス） （情報提供サービス）

第８６条 当社は、次表に定める情報提供サービスを提供します。 第８６条 当社は、次表に定める情報提供サービスを提供します。

（表略） （表略）

２ （略） ２ （略）

３ 地図情報等提供サービスは、ｉモード機能、ｍｏｐｅｒａＵ 機能若しくはｓｐモード ３ 地図情報等提供サービスは、ｉモード機能、ｍｏｐｅｒａＵ 機能若しくはｓｐモード

機能の提供を受けているＸｉに限り提供します。 機能の提供を受けているＸｉ又はドコモドライブネットインフォご利用規約に

基づきドコモドライブネットの提供を受けているＸｉユビキタスに限り提供し

ます。

４～２０ （略） ４～２０ （略）
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第８７条～第９３条 （略） 第８７条～第９３条 （略）

料金表 料金表

通則 通則

１～２０ （略） １～２０ （略）

（前払登録額による料金等の支払い）

２１ 当社は、前払登録額（当社が定める方法によりそのＸｉからあらかじめ前払い登録を行っ

た額をいいます。以下同じとします。）の残高を減ずることにより、料金の支払いを受けま

す。

２２ 当社は、当社が提供する電気通信サ－ビスに係る契約の解除と同時に新たにＸｉ契約を締

結したときは、その契約の解除があった電気通信サービスに係る前払登録額（当該契約約款

に規定するものをいいます。）の残高（その契約の解除に係る電気通信サービスの全ての料金

等を支払った後の残高をいいます。）について、新たに締結したＸｉ契約に係る前払登録額と

して取り扱います。

２３ 当社は、次のいずれかに該当するときは、前払登録額の残高を無効とします。

（１） 最後に前払い登録した日を含む暦月の翌暦月の初日から（前払い登録をした日が暦月の

初日であるときはその日から）起算して２年を経過したとき。

（２） Ｘｉ契約の解除があったとき。

２４ 当社は、前項の場合において、無効となった前払登録額の返還は行いません。

２１～２３ （略） ２５～２７ （略）

第１表～第２表 （略） 第１表～第２表 （略）

第３表 番号案内料等 第３表 番号案内料等

１ （略） １ （略）

２ 料金額 ２ 料金額

区 分 単 位 料 金 額 区 分 単 位 料 金 額

番号案内料 １電話番号等ごとに 税抜額 １５０円（税込額 １６２円） 番号案内料 １電話番号等ごとに 税抜額 １００円（税込額 １０８円）

番号案内接続通信料 その契約者回線から番号案内事業者が提 番号案内接続通信料 その契約者回線から番号案内事業者が提

供する電気通信サービスの契約者回線へ 供する電気通信サービスの契約者回線へ

の通信に係る料金額と同額 の通信に係る料金額と同額

第４表～第７表 （略） 第４表～第７表 （略）
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別表１ 営業区域 別表１ 営業区域

区 分 通信を行うことができる地域 区 分 通信を行うことができる地域

（略） （略） （略） （略）

備考 備考

１～６ （略） １～６ （略）

７ データ通信モードによる通信において、契約者回線からの通信の伝送速度が１５０Ｍ

ｂ／ｓ 以下となる地域があります。この場合において、当社は、その地域を当社のイン

ターネットホームページ等において掲示します

８ 電気通信回線の一部に通信衛星が利用されている場合は、太陽雑音又は降雨等によ

り一時的に通信を行うことができない場合があります。 ７ 電気通信回線の一部に通信衛星が利用されている場合は、太陽雑音又は降雨等によ

り一時的に通信を行うことができない場合があります。

別表２ 付加機能 別表２ 付加機能

種 類 提 供 条 件 種 類 提 供 条 件

１～７ （略） （略） １～７ （略） （略）

８ ｓｐモード機能 （１） ～（５） （略） ８ ｓｐモード機能 （１） ～（５） （略）

（１） ～（８） （略） （６） メールアドレスの変更は、当社が別に定 （１） ～（８） （略） （６） メールアドレスの変更は、当社が別に定

める場合に限り行うことができます。 める場合に限り行うことができます。

ただし、１の暦月におけるｓｐモード電子

メールアドレスの変更を行った回数及び

１４欄に規定するｉモード電子メールアドレ

スのの変更を行った回数の累計（当社が定

める方法により累計します。以下「メール

アドレス累計変更回数」といいます。）が、

当社が定める回数を超えるときは、ｓｐモー

ド電子メールアドレスの変更を行うことが

できない場合があります。

（７） ～（５２）（略） （７） ～（５２）（略）

（注１）～（注２） （略） （注１）～（注２） （略）

９～１３ （略） （略） ９～１３ （略） （略）

１４ ｉモード機能 （１） ～（３） （略） １４ ｉモード機能 （１） ～（３） （略）

（１） ～（７） （略） （４） メールアドレスの変更は、当社が別に定 （１） ～（７） （略） （４） メールアドレスの変更は、当社が別に定

める場合に限り行うことができます。 める場合に限り行うことができます。

ただし、１の暦月におけるメールアドレ

ス累計変更回数が、当社が定める回数を超

えるときは、ｉモード電子メールアドレス

の変更を行うことができない場合がありま

す。

（５） ～（４５）（略） （５） ～（４５）（略）
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（注） （略） （注） （略）

１５～２９ （略） （略） １５～２９ （略） （略）

別表３～別表９ （略） 別表３～別表９ （略）

附 則（平成２７年３月２４日経企第１９５５号）

（実施期日）

１ この改正規定は、平成２７年３月３１日から実施します。

ただし、この改正規定中、通信の種類等に関する部分は平成２７年３月２７日から、地図情報

等提供サービス、番号案内料、ｉモード機能、ｓｐモード及び第４項に関する部分は平成２７年

４月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＸｉサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。

（その他）

３ 経企第３３号（平成２５年４月５日）の附則第２項を次のように改めます。

２ 削除

４ 経企第１６６５号（平成２７年２月１２日）の附則を次のように改めます。

（１） 第３項を次のように改めます。

（光スマホ割キャンペーンの適用）

３ この改正規定実施の日から平成２８年３月３１日までの間において、当社は、基本使用料

の料金種別が、料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の（１） に規定するＸｉカ

ケホーダイプラン（スマホ／タブ）又はＸｉデータプラン（スマホ／タブ）に係る定期

契約又は一般契約（身体障がい者等割引（料金表第１表第１（基本使用料）の１（適

用）の（２） に規定するものをいいます。）の適用を受けているものに限ります。）の締結

（当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除

きます。）と同時に、次の（１） 又は（２） 及び（３） の条件を満たしていることを当社が確認

したときは、光スマホ割キャンペーン（（１） 又は（２） の申出により、ファミリーシェア

パックの適用が開始される日（以下この項において「適用開始日」といいます。）から、

適用開始日を含む暦月の翌暦月から起算して１１暦月の間（以下この項において「キャン

ペーン対象期間」といいます。）のＸｉカケホーダイプラン（スマホ／タブ）又はＸｉデ

ータプラン（スマホ／タブ）の基本使用料について、次表に規定する金額を減額して適

用する取り扱いをいいます。以下同じとします。）を適用します。

（表略）

（１） ファミリーシェアパック（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の（８） の２

に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。）を選択するこ

と。

（２） 共有対象回線（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の（８） の３に規定する

ものをいいます。以下この附則において同じとします。）となる場合であって、その

共有回線群（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の（８） の３に規定するもの

をいいます。以下この附則において同じとします。）に係る共有代表回線（料金表第

１表第３（通信料）の１（適用）の（８） の３に規定するものをいいます。以下この

附則において同じとします。）の契約者がファミリーシェアパックを選択しているこ

と。

（３） Ｘｉサービス取扱所において当社が定める端末設備をＸｉ契約者又はその関係者

が購入すること。

（２） 第５項及び第１２項第２号を次のように改めます。

（２） そのＸｉ契約に基づき、契約者回線の提供を開始した日を含む暦月の翌々月の初日に
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そのＸｉが属する共有回線群を構成するＸｉに特定Ｘｉ等が含まれないことを当社が確

認したとき。

（３） 第９項を次のように改めます。

９ 前５項の規定にかかわらず、Ｕ２５応援特割キャンペーン若しくはＵ２５応援特割キャン

ペーン（家族）の適用を受けるとき又はキャンペーン対象期間における各暦月におい

て、そのＸｉが特定Ｘｉ等でないこと及びそのＸｉが属する共有回線群を構成する他の

Ｘｉに特定Ｘｉ等が含まれないことを当社が確認したときは、その確認をした日を含む

歴月の基本使用料について、第３項に規定する減額を適用しません。

（４） 第１０項を次のように改めます。

（光スマホ割ｆｏｒビジネスキャンペーンの適用）

１０ この改正規定実施の日から平成２８年３月３１日までの間において、当社は、基本使用料

の料金種別が、料金表第１表第１（基本使用料）の１（適用）の（１） に規定するＸｉカ

ケホーダイプラン（スマホ／タブ）又はＸｉデータプラン（スマホ／タブ）に係る定期

契約の締結（当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結す

る場合を除きます。）と同時に、次の（１） 又は（２） 及び（３） の条件（以下この附則におい

て「特例適用条件」といいます。）を満たしていることを当社が確認したときは、光スマ

ホ割ｆｏｒビジネスキャンペーン（その契約締結があった日を含む翌歴月から、２４暦月

の間（以下この項において「キャンペーン対象期間」といいます。）のＸｉカケホーダイ

プラン（スマホ／タブ）又はＸｉデータプラン（スマホ／タブ）の基本使用料につい

て、各暦月に特例対象条件を満たしていると当社が認めるＸｉの数（以下、この附則に

おいて「割引対象回線数」と言います。）に応じて、次表に規定する金額を減額して適

用する取り扱いをいいます。以下同じとします。）を適用します。

（表略）

（１） ビジネスシェアパック（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の（８） の２に

規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。）を選択すること。

（２） 共有対象回線（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の（８） の３に規定する

ものをいいます。以下この附則において同じとします。）となる場合であって、その

共有回線群（料金表第１表第３（通信料）の１（適用）の（８） の３に規定するもの

をいいます。以下この附則において同じとします。）に係る共有代表回線（料金表第

１表第３（通信料）の１（適用）の（８） の３に規定するものをいいます。）の契約者

がビジネスシェアパックを選択していること。

（３） Ｘｉサービス取扱所において当社が定める端末設備をＸｉ契約者又はその関係者

が購入すること。

（５） 第１１項を次のように改めます。

１１ 前項の規定にかかわらず、当社は、そのＸｉ（基本使用料の料金種別がＸｉデータ

プラン（スマホ／タブ）であるものに限ります。）に係る契約者回線に、当社が定める

端末設備以外の端末設備が接続されていることを当社が確認したとき又はキャンペー

ン対象期間における各暦月において、そのＸｉが特定Ｘｉ等でないこと及びそのＸｉ

が属する共有回線群を構成する他のＸｉに特定Ｘｉ等が含まれないことを確認したと

きは、その確認をした日を含む歴月の基本使用料について、前項に規定する減額を適

用しません。
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（掲示）

Ｆ Ｏ Ｍ Ａ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１章～第１３章 （略） 第１章～第１３章 （略）

第１４章 その他のサービス 第１４章 その他のサービス

第９４条～第９６条 （略） 第９４条～第９６条 （略）

（情報提供サービス） （情報提供サービス）

第９７条 当社は、次表に定める情報提供サービスを提供します。 第９７条 当社は、次表に定める情報提供サービスを提供します。

（表略） （表略）

２ （略） ２ （略）

３ 地図情報等提供サービスは、ｉモード機能、ｍｏｐｅｒａＵ 機能若しくはｓｐモード ３ 地図情報等提供サービスは、ｉモード機能、ｍｏｐｅｒａＵ 機能若しくはｓｐモード

機能の提供を受けているＦＯＭＡに限り提供します。 機能の提供を受けているＦＯＭＡ又はドコモドライブネットインフォご利用規

約に基づきドコモドライブネットの提供を受けているＦＯＭＡユビキタスに限

り提供します。

４～２０ （略） ４～２０ （略）

第９７条の２～第 １０１条 （略） 第９７条の２～第 １０１条 （略）

料金表 料金表

通則 通則

１～２２ （略） １～２２ （略）

（前払登録額による料金等の支払い）

２３ 当社は、前払登録額（当社が定める方法によりそのＦＯＭＡからあらかじめ前払い登録を

行った額をいいます。以下同じとします。）の残高を減ずることにより、料金の支払いを受け

ます。

２４ 当社は、当社が提供する電気通信サ－ビスに係る契約の解除と同時に新たにＦＯＭＡサー

ビス（ＦＯＭＡプリペイド及びＦＯＭＡ特定接続を除きます。以下この項及び次項におい

て同じとします。）に係る契約を締結したときは、その契約の解除があった電気通信サービス

に係る前払登録額（当該契約約款に規定するものをいいます。）の残高（その契約の解除に係

る電気通信サービスの全ての料金等を支払った後の残高をいいます。）について、新たに締結

したＦＯＭＡサービスに係る契約の前払登録額として取り扱います。

２５ 当社は、次のいずれかに該当するときは、前払登録額の残高を無効とします。

（１） 最後に前払い登録した日を含む暦月の翌暦月の初日から（前払い登録をした日が暦月の

初日であるときはその日から）起算して２年を経過したとき。

（２） ＦＯＭＡサービスに係る契約の解除があったとき。

２６ 当社は、前項の場合において、無効となった前払登録額の返還は行いません。

２３～２５ （略） ２７～２９ （略）

（注）（略） （注）（略）
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第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額利用料及びその他のサー 第１表 料金（国際アウトローミング利用料、無線ＩＰアクセス定額利用料及びその他のサー

ビスの料金を除きます。） ビスの料金を除きます。）

第１（略） 第１（略）

第２ 付加機能使用料 第２ 付加機能使用料

１ （略） １ （略）

２ 料金額 ２ 料金額

２－１ ２－２以外のもの ２－１ ２－２以外のもの

料金額（月額） 料金額（月額）

区 分 単 位 区 分 単 位

次の税抜額（かっこ 次の税抜額（かっこ

内は税込額） 内は税込額）

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

端末動作情報等蓄積機能（ドコッチサービス） １契約ごとに ２８０ 円（ ３０２．４円）

２－２ （略） ２－２ （略）

第２表 （略） 第２表 （略）

第３表 番号案内料等 第３表 番号案内料等

１ （略） １ （略）

２ 料金額 ２ 料金額

区 分 単 位 料 金 額 区 分 単 位 料 金 額

番号案内料 １電話番号等ごとに 税抜額 １５０円（税込額 １６２円） 番号案内料 １電話番号等ごとに 税抜額 １００円（税込額 １０８円）

番号案内接続通信料 その契約者回線から番号案内事業者が提 番号案内接続通信料 その契約者回線から番号案内事業者が提

供する電気通信サービスの契約者回線へ 供する電気通信サービスの契約者回線へ

の通信に係る料金額と同額 の通信に係る料金額と同額

第４表～第７表 （略） 第４表～第７表 （略）

別表１ （略） 別表１ （略）

別表２ 付加機能 別表２ 付加機能
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種 類 提 供 条 件 種 類 提 供 条 件

１～６ （略） （略） １～６ （略） （略）

７ ｉモード機能 （１） ～（３） （略） ７ ｉモード機能 （１） ～（３） （略）

（１） ～（７） （略） （４） メールアドレスの変更は、当社が別に定 （１） ～（７） （略） （４） メールアドレスの変更は、当社が別に定

める場合に限り行うことができます。 める場合に限り行うことができます。

ただし、１の暦月におけるメールアドレ

ス累計変更回数が、当社が定める回数を超

えるときは、ｉモード電子メールアドレス

の変更を行うことができない場合がありま

す。

（５） ～（４５）（略） （５） ～（４５）（略）

（注） （略） （注） （略）

３３ ｓｐモード機能 （１） ～（５） （略） ３３ ｓｐモード機能 （１） ～（５） （略）

（１） ～（８） （略） （６） メールアドレスの変更は、当社が別に定 （１） ～（８） （略） （６） メールアドレスの変更は、当社が別に定

める場合に限り行うことができます。 める場合に限り行うことができます。

ただし、１の暦月におけるｓｐモード電子

メールアドレスの変更を行った回数及び

１４欄に規定するｉモード電子メールアドレ

スのの変更を行った回数の累計（当社が定

める方法により累計します。以下「メール

アドレス累計変更回数」といいます。）が、

当社が定める回数を超えるときは、ｓｐモー

ド電子メールアドレスの変更を行うことが

できない場合があります。

（７） ～（５１）（略） （７） ～（５１）（略）

（注１）～（注２） （略） （注１）～（注２） （略）

１５～２９ （略） （略） １５～２９ （略） （略）

４４ 端末動作情報等蓄積機能（ドコッチサ （１） ＦＯＭＡ（基本使用料の料金種別が定額

ービス） データプラン１２８ Ｋ又は定額データプラン

契約者回線に接続されている端末設備 スタンダード２に係るものに限ります。）又

（この機能を利用するために必要な機能 はＦＯＭＡユビキタス（基本使用料の料金

を有するものに限ります。以下この欄に 種別がＦＯＭＡデバイスプラス５００ に係る

おいて同じとします。）を利用して、当社 ものに限ります。）に限り提供します。

が定める方法により、当社が設置した電 （２） 契約者は、当社が別に定める方法によ

気通信設備へ端末設備の環境等の情報を り、この機能をインターネットホームペー

送信するために必要な情報を受信できる ジから、利用していただきます。

ようにする機能をいいます。 （３） 電波状況又はその他の理由により、端末

設備の環境等の情報を受信又は送信できな

い場合があります。

（４） 当社は、この機能により受信した端末設

備の環境等の情報に起因する損害について

は、その原因の如何によらず一切の責任を

負わないものとします。

（５） 契約者から請求があったときは、当社は

端末設備の環境等が当社が別に定める基準

又は契約者があらかじめ設定した基準に到

達した場合に、そのことをあらかじめ登録

－３－



されたメールアドレスに通知します。

（６） この機能のその他の提供条件について

は、当社が別に定めるところによります。

（注）（２） 、（５） 及び（６） の当社が別に定め

るところは、「ドコッチサービス利用規

約」に定めるところによります。

別表３～別表１０ （略） 別表３～別表１０ （略）

附 則（平成２７年３月２４日経企第１９５５号）

（実施期日）

１ この改正規定は、平成２７年３月３１日から実施します。

ただし、この改正規定中、地図情報等提供サービス、番号案内料、ｉモード機能及びｓｐモ

ードに関する部分は平成２７年４月１日から、端末動作情報等蓄積機能に関する部分は平成２７

年４月４日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＦＯＭＡサービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。

（その他）

３ 経企第３３号（平成２５年４月５日）の附則第２項を次のように改めます。

２ 削除
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（掲示）

ワ イ ド ス タ ー 通 信 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

第１章～第１３章 （略） 第１章～第１３章 （略）

料金表（略） 料金表（略）

第１表～第２表 （略） 第１表～第２表 （略）

第３表 番号案内料等 第３表 番号案内料等

１ （略） １ （略）

２ 料金額 ２ 料金額

区 分 単 位 料 金 額 区 分 単 位 料 金 額

番号案内料 １電話番号等ごとに 税抜額 １５０円（税込額 １６２円） 番号案内料 １電話番号等ごとに 税抜額 １００円（税込額 １０８円）

番号案内接続通信料 その契約者回線から番号案内事業者が提 番号案内接続通信料 その契約者回線から番号案内事業者が提

供する電気通信サービスの契約者回線へ 供する電気通信サービスの契約者回線へ

の通信に係る料金額と同額 の通信に係る料金額と同額

第４表～第５表 （略） 第４表～第５表 （略）

別表１～別表８ （略） 別表１～別表８ （略）

附 則（平成２７年３月２４日経企第１９５５号）

（実施期日）

１ この改正規定は、平成２７年４月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったワイドスター通信サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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（掲示）

専 用 回 線 等 接 続 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正

〔改 正〕 〔現 行〕

２－９ 第９種接続装置に係るもの ２－９ 第９種接続装置に係るもの

２－９－１ タイプ１に係るもの ２－９－１ タイプ１に係るもの

料 金 額 （月額） 料 金 額 （月額）

区 分 区 分

単位 次の税抜額（かっこ内は税込額） 単位 次の税抜額（かっこ内は税込額）

接続 基本額 １契約ご ２，０００円（ ２，１００円） 接続 基本額 １契約ご ２，０００円（ ２，１００円）

装置 とに 装置 とに

加算額 ＡＴＭ接続用 １０Ｍｂ／ｓ以 １接続装 ８，０００円 （ ８，４００円） 加算額 ＡＴＭ接続用 １０Ｍｂ／ｓ以 １接続装 ８，０００円 （ ８，４００円）

のもの、ＣＲ接 下タイプ 置ごとに のもの、ＣＲ接 下タイプ 置ごとに

続用のもの又は 続用のもの又は

イーサネット接 １００Ｍｂ／ｓ １２，０００円（１２，６００円） イーサネット接 １００Ｍｂ／ｓ １２，０００円（１２，６００円）

続用のもの 以下タイ 続用のもの 以下タイ

プ プ

ＩＰ網接続用の １４論理チ ５，０００円 （ ５，２５０円） ＩＰ網接続用の １４論理チ ５，０００円 （ ５，２５０円）

もの ャネルタ もの ャネルタ

イプ イプ

２８論理チ １０，０００円（１０，５００円） ２８論理チ １０，０００円（１０，５００円）

ャネルタ ャネルタ

イプ イプ

４６論理チ １５，０００円 （１６，２００円）

ャネルタ

イプ

６９論理チ １５，０００円 （１６，２００円） ６９論理チ ２０，０００円（２１，６００円）

ャネルタ ャネルタ

イプ イプ

３００論理 ３０，０００円（３２，４００円）

チャネル

タイプ

１仮想内線番号ごとに １００円（ １０５円） １仮想内線番号ごとに １００円（ １０５円）

２－９－２ タイプ２に係るもの ２－９－２ タイプ２に係るもの

料 金 額 （月額） 料 金 額 （月額）

区 分 区 分

単位 次の税抜額（かっこ内は税込額） 単位 次の税抜額（かっこ内は税込額）

－１－



接続 基本額 基本額 １契約ご ２，０００円（ ２，１００円） 接続 基本額 基本額 １契約ご ２，０００円（ ２，１００円）

装置 とに 装置 とに

仮想ＰＢＸ装置の利用に係 ３０，０００円（３１，５００円） 仮想ＰＢＸ装置の利用に係 ３０，０００円（３１，５００円）

るもの るもの

加算額 イーサネット接 １０Ｍｂ／ｓ以 １専用回 ８，０００円 （ ８，４００円） 加算額 イーサネット接 １０Ｍｂ／ｓ以 １専用回 ８，０００円 （ ８，４００円）

続用のもの 下タイプ 線等ごと 続用のもの 下タイプ 線等ごと

に に

１００Ｍｂ／ｓ １２，０００円（１２，６００円） １００Ｍｂ／ｓ １２，０００円（１２，６００円）

以下タイ 以下タイ

プ プ

ＩＰ網接続用の １４論理チ ５，０００円 （ ５，２５０円） ＩＰ網接続用の １４論理チ ５，０００円 （ ５，２５０円）

もの ャネルタ もの ャネルタ

イプ イプ

２８論理チ １０，０００円（１０，５００円） ２８論理チ １０，０００円（１０，５００円）

ャネルタ ャネルタ

イプ イプ

４６論理チ １５，０００円 （１６，２００円）

ャネルタ

イプ

６９論理チ １５，０００円 （１６，２００円） ６９論理チ ２０，０００円（２１，６００円）

ャネルタ ャネルタ

イプ イプ

３００論理 ３０，０００円（３２，４００円）

チャネル

タイプ

１ＩＰ電話番号ごとに １００円（ １０５円） １ＩＰ電話番号ごとに １００円（ １０５円）

１内線番号ごとに ４００円 （ ４２０円） １内線番号ごとに ４００円 （ ４２０円）

１外線接続可能数ごとに ８００円（ ８４０円） １外線接続可能数ごとに ８００円（ ８４０円）

１仮想内線番号ごとに １００円（ １０５円） １仮想内線番号ごとに １００円（ １０５円）

第２ 付加機能使用料 第２ 付加機能使用料

１ 適用 １ 適用

２ 料金額 ２ 料金額

料 金 額（月額） 料 金 額（月額）

区 分 単 位 区 分 単 位

次の税抜額（かっこ内は税込額） 次の税抜額（かっこ内は税込額）

（略） （略） （略） （略） （略） （略）
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接続迂回機能 （略） （略） （略） 接続迂回機能 （略） （略） （略）

第９種接続装 １接続装置ごと （１） １０Ｍｂ／ｓ以下タイプ 第９種接続装 １接続装置ごと （１） １０Ｍｂ／ｓ以下タイプ

置に係るもの に ８，０００円 （ ８，６４０円） 置に係るもの に ８，０００円 （ ８，６４０円）

１００Ｍｂ／ｓ 以下タイプ １００Ｍｂ／ｓ 以下タイプ

１２，０００円（１２，９６０円） １２，０００円（１２，９６０円）

（２） １４論理チャネルタイプ （２） １４論理チャネルタイプ

５，０００円（ ５，４００円） ５，０００円（ ５，４００円）

２８論理チャネルタイプ ２８論理チャネルタイプ

１０，０００円（１０，８００円） １０，０００円（１０，８００円）

４６論理チャネルタイプ

１５，０００円（１６，２００円）

６９論理チャネルタイプ ６９論理チャネルタイプ

１５，０００円（１６，２００円） ２０，０００円（２１，６００円）

３００論理チャネルタイプ

３０，０００円（３２，４００円）

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

第３ （略） 第３ （略）

第２表～第３表 （略） 第２表～第３表 （略）

別表１ （略） 別表１ （略）

別表２ 付加機能 別表２ 付加機能

種 類 提 供 条 件 種 類 提 供 条 件

（略） （略） （略） （略）

１４ 接続迂回機能 （スタンバイオプショ （１） ～（２） （略） １４ 接続迂回機能 （スタンバイオプショ （１） ～（２） （略）

ン） （３） 第８種接続装置に係る接続迂回機能には ン） （３） 第８種接続装置に係る接続迂回機能には

専用回線等との間の通信において通信 次の種類があり、契約者はあらかじめいず 専用回線等との間の通信において通信 次の種類があり、契約者はあらかじめいず

の相手先との接続が確認できない場合等 れか１つを選択していただきます。 の相手先との接続が確認できない場合等 れか１つを選択していただきます。

に利用するための電気通信回線（以下こ ①～④ （略） に利用するための電気通信回線（以下こ ①～④ （略）

の欄において「予備回線」といいます。） （４） 第９種接続装置に係る接続迂回機能には の欄において「予備回線」といいます。） （４） 第９種接続装置に係る接続迂回機能には

を接続するための機能をいいます。 次の種類があり、契約者はあらかじめいず を接続するための機能をいいます。 次の種類があり、契約者はあらかじめいず

れか１つを選択していただきます。 れか１つを選択していただきます。

① １０Ｍｂ／ｓ以下タイプ ① １０Ｍｂ／ｓ以下タイプ

（ＡＴＭ接続用のもの、ＣＲ接続用のも （ＡＴＭ接続用のもの、ＣＲ接続用のも

の及びイーサネット接続用のもの） の及びイーサネット接続用のもの）

② １００Ｍｂ／ｓ 以下のもの ② １００Ｍｂ／ｓ 以下のもの

（ＡＴＭ接続用のもの、ＣＲ接続用のも （ＡＴＭ接続用のもの、ＣＲ接続用のも

の及びイーサネット接続用のもの） の及びイーサネット接続用のもの）

③ １４論理チャネルタイプ ③ １４論理チャネルタイプ

（ＩＰ網接続用のもの） （ＩＰ網接続用のもの）

－３－



④ ２８論理チャネルタイプ ④ ２８論理チャネルタイプ

（ＩＰ網接続用のもの） （ＩＰ網接続用のもの）

⑤ ４６論理チャネルタイプ

（ＩＰ網接続用のもの）

⑤ ６９論理チャネルタイプ ⑥ ６９論理チャネルタイプ

（ＩＰ網接続用のもの） （ＩＰ網接続用のもの）

⑥ ３００論理チャネルタイプ （５） （略）

（ＩＰ網接続用のもの） （注１） ～（注３） （略）

（５） （略）

（注１） ～（注３） （略）

（略） （略） （略） （略）

別表３～別表４ （略） 別表３～別表４ （略）

附 則（平成２７年３月２４日経企第１９５５号）

この改正規定は、平成２７年４月１日から実施します。

－４－
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